
＜重要事項１①＞ 

 

         公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」 

通所リハビリテーションのご案内（重要事項説明書） 

 

１ 施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施設名      公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」 

   ・開設年月日    平成元年３月１日 

      ・所在地      広島県尾道市御調町高尾１３４８番地６ 

   ・電話番号     ０８４８－７６－０３７３ 

   ・ＦＡＸ番号    ０８４８－７６－３０１８ 

      ・所 長      藤井 真澄 

      ・介護保険事業所番号      ３４５４１８００１３号 

 

（２）公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」の目的と運営方針 

    介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常

生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生

活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援す

ること、また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護

や通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした

施設です。 

    この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いた

だいた上でご利用ください。 

   ［公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」の運営方針］ 

① 地域包括ケアシステムの一翼を担う。 

・施設ケアと在宅ケアをつなぐ要の役割を果たす 

② 介護老人保健施設の４つの機能を遵守する。 

・総合的ケアサービス施設（リハビリ・看護と介護・相談援助等の提供） 

    ・家庭復帰施設（リハビリ・介護指導の提供、サービス調整） 

・在宅ケア支援施設（通所リハビリ・短期入所療養介護の提供、ケアハウス併設） 

・地域に開かれた施設（ボランティア受入れ、家族会の実施、介護予防教室・認知症カフェ

への協力） 

 

（３）施設の職員体制 

 職  員 員 数 業務内容 

・医  師  １人 医療管理 

・介護職員  ６人以上 通所リハビリ計画・介護業務 

・理学療法士・作業療法士 

・言語聴覚士 
１０人以上 

リハビリテーション 

個別リハビリ計画 

・歯科衛生士  ２人 口腔衛生管理 

・事務員  ２人以上 事務処理 

・その他  ６人  運転手 

 

（４）通所定員  ４０名  

 



２ 通所リハビリテーションサービス 

  通所リハビリテーションは、要介護者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む

ことができるよう、居宅介護サービス計画に基づき、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテー

ションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図るものです。このサービスを提供するにあたって

は、利用者に関わる医師及び理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他専ら通所リハビリテーシ

ョンの提供にあたる従事者の協議によって、通所リハビリテーション計画が作成されますが、その際、

利用者・扶養者（ご家族）の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくよ

うになります。 

 

① 通所リハビリテーション計画の立案 

② 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

   昼食 １２時００分～ 

   夕食 １８時００分～ 

② 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。 

但し、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。） 

 ④ 医学的管理・看護 

 ⑤ 介護（退所時の支援も行います） 

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑦ 送迎サービス（通所リハビリテーションサービスにおける通常の送迎の実施地域は、尾道市御

調町・木ノ庄町・美ノ郷町、世羅町宇津戸、府中市三郎丸町・河南町・篠根町・父石町・僧殿

町及び三原市八幡町の各地域です。） 

 ⑧ 相談援助サービス 

 ⑨ 利用者が選定する特別な食事の提供 

⑩ 基本時間外施設利用サービス（何らかの理由により、ご家族等のお迎えが居宅介護サービス計

画で定められた通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない場合に適用） 

⑪ その他 

 

３ 介護保険証の確認 

  ご利用のお申し込みに当たり、利用希望者の介護保険被保険者証を確認させていただきます。 

 

４ 利用料その他の費用の額 

介護老人保健施設の利用者の自己負担は、次の２種類があります。 

① 介護保険（及び介護予防）給付の１割、２割、３割（市町の交付する「介護保険負担割合証」

に記載） 

② 保険給付対象外の費用（居住費、食費、利用者の選択に基づく特別な療養室料及び特別な食費、

日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理美容代、倶楽部等で使用する材料費、診断書

等の文書作成費、要介護認定の申請代行費等） 

 

   なお、介護保険の保険給付の対象となっているサービスは、利用を希望されるサービス（入所、

短期入所療養介護、通所リハビリテーション）毎に異なります。 

   また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険給付の自己負担額は、施設の所在す

る地域（地域加算）や配置している職員の数、で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっ

ております。当施設の具体的な利用者負担額につきましては、重要事項２－１①、２－２①をご参

照下さい。 

 



５ 支払い方法 

・毎月２０日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。

お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

・お支払い方法は、現金、振込、ＪＡ尾道市口座引落し等の方法があります。契約時にお選びく

ださい。 

 

６ 協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに

対応をお願いするようにしています。（別紙「公立みつぎ総合病院保健福祉総合施設救急対応マニュ

アル」参照） 

・協力医療機関 

 ・名 称   公立みつぎ総合病院 

     ・住 所   広島県尾道市御調町市１２４番地 

  ・協力歯科医療機関 

     ・名 称   公立みつぎ総合病院 

     ・住 所   広島県尾道市御調町市１２４番地 

  ◇緊急時の連絡先 

    緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

７ 非常災害対策 

  非常災害に備えるため、必要な設備を整え訓練を行っています。 

  ・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓 

  ・防災訓練  年２回 

 

８ 第三者評価の実施状況 

  第三者評価は受審していません。 

 

９ 衛生管理等 

  職員等に対して流水による手洗いの励行を徹底させるとともに、施設内各所に水道又は速乾式手

洗い液等の消毒液を設置し衛生的な管理に努め、予防接種を実施するなど感染症が発生、まん延し 

 ないよう必要な措置を講じています。 

 

10 身体的拘束等 

  利用者に対し身体的拘束等は原則行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない

場合は、施設長が判断し理由を診療録に記載し、身体的拘束等その他利用者の行動を制限する行為

を行うことがあります。 

 

11 施設利用のリスクについて 

  当施設では利用者が快適に通所リハビリテーションを利用されますように、安全な環境作りに努

めておりますが、利用者の身体状況や心理症状、また集団生活によるさまざまな危険が伴うことを

十分ご理解ください。 

 

12 施設利用に当たっての留意事項 

  ・飲酒・喫煙は他の利用者への危険や迷惑にならない範囲で可能ですが、健康的な療養生活のた

めできるだけ控えていただきますようお願いします。 



  ・電気製品の使用にあたっては、当施設の許可が必要です。 

  ・金銭・貴重品の管理は、原則として利用者またはご家族で行っていただきます。 

  ・ペットの持ち込みは、禁止します。 

  ・施設内における利用者の、営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動、その他、ほかの利用者へ

の迷惑行為は、禁止します。 

 

13 その他 

    当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください 

（電話：０８４８－７６－０３７３）。 

  要望や苦情などは、支援相談員または看護師長、介護支援専門員にお寄せいただければ、速やか

に対応いたします（事務室、サービスステーション）。また、備えつけられた「ご意見箱」をご利用

下さい。 

 

改定  令和７年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜重要事項２－１①＞ 

 

公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」 

通所リハビリテーションの利用料について 

 

１ 保険給付の自己負担額（介護保険適用金額、表記の金額は１割負担者の金額です。２割負担者は

２倍、３割負担者は３倍の金額となります。） 

 

１）通所リハサービス費 

［７時間以上８時間未満］  

  ・要介護１            ７６２円 

  ・要介護２            ９０３円 

  ・要介護３          １，０４６円 

  ・要介護４          １，２１５円 

  ・要介護５          １，３７９円 

［６時間以上７時間未満］ ・・・・・ 通常のデイケア 

  ・要介護１            ７１５円 

  ・要介護２            ８５０円 

  ・要介護３            ９８１円 

  ・要介護４          １，１３７円 

  ・要介護５          １，２９０円 

［５時間以上６時間未満］ 

  ・要介護１            ６２２円 

  ・要介護２            ７３８円 

  ・要介護３            ８５２円 

  ・要介護４            ９８７円 

  ・要介護５          １，１２０円 

［４時間以上５時間未満］ 

  ・要介護１            ５５３円 

  ・要介護２            ６４２円 

  ・要介護３            ７３０円 

  ・要介護４            ８４４円 

  ・要介護５            ９５７円 

 ［３時間以上４時間未満］ 

  ・要介護１            ４８６円 

  ・要介護２            ５６５円 

  ・要介護３            ６４３円 

  ・要介護４            ７４３円 

  ・要介護５            ８４２円 

［２時間以上３時間未満］ 

  ・要介護１            ３８３円 

  ・要介護２            ４３９円 

  ・要介護３            ４９８円 

  ・要介護４            ５５５円 

  ・要介護５            ６１２円 



［１時間以上２時間未満］※個別リハ２０分以上実施した場合 

  ・要介護１            ３６９円 

  ・要介護２            ３９８円 

  ・要介護３            ４２９円 

  ・要介護４            ４５８円 

  ・要介護５            ４９１円 

  ※ 上記のサービス費に，以下の金額が加算されます。 

①リハビリテーションマネジメント加算(イ) 

（６月以内、医師･ご家族を含めた会議を１月に１回以上開催、居宅訪問）      ５６０円／月 

（６月超、医師･ご家族を含めた会議を３月に１回以上開催、居宅訪問）       ２４０円／月 

②リハビリテーションマネジメント加算(ロ) 

（６月以内、医師･ご家族を含めた会議を１月に１回以上開催、居宅訪問、厚労省提出）５９３円／月 

（６月超、医師･ご家族を含めた会議を３月に１回以上開催、居宅訪問、厚労省提出） ２７３円／月

③リハビリテーションマネジメント加算(ハ) 

（６月以内、②に管理栄養士配置・栄養アセスメント及び口腔アセスメント）     ７９３円／月 

（６月超、②に管理栄養士配置・栄養アセスメント及び口腔アセスメント）      ４７３円／月 

④医師が利用者またはその家族に説明した場合、 

上記（リハビリテーションマネジメント加算）に加え              ２７０円／月 

⑤リハビリテーション提供体制加算 

 （リハビリテーションマネジメント加算を算定し、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数が、

利用者の数２５又はその端数を増すごとに１以上の場合） 

       ７時間以上         ２８円 

       ６時間以上７時間未満    ２４円 

       ５時間以上６時間未満    ２０円 

       ４時間以上５時間未満    １６円 

       ３時間以上４時間未満    １２円 

⑥延長サービス加算                 

（通常のデイケアをご利用の方に対して、延長して日常生活上の世話を行った場合） 

       ８時間以上９時間未満    ５０円 

９時間以上１０時間未満  １００円 

以降 １４時間未満まで１時間ごとに５０円加算 

⑦入浴介助加算(Ⅰ)   １日につき    ４０円 （入浴介助を行った場合） 

⑧入浴介助加算(Ⅱ)   １日につき    ６０円 （⑦に居宅訪問し、環境評価及び個別の 

入浴計画（リハビリ計画書に同様の内容でも可）を作成した場合） 

⑨短期集中個別リハビリテーション実施加算 

 （生活機能の改善を見込んだ個別リハビリテーションを行なった場合） 

            １日につき   １１０円 （退院・退所後３月以内） 

⑩認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 

            １日につき   ２４０円 （退院・退所後３月以内、週２回を限度） 

⑪認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） 

            １月につき １，９２０円 （退院・退所後３月以内、月４回以上実施） 

⑫生活行為向上リハビリテーションマネジメント加算 

（生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリの実施内容等を実施計

画にあらかじめ定めて有する能力の向上を支援した場合） 

            １月につき １，２５０円 （開始月から６月以内） 



⑬移行支援加算（社会参加を維持できるサービス等へ移行する体制の評価） 

             １日につき    １２円 

⑭若年性認知症利用者受入加算             

             １日につき    ６０円（若年性認知症利用者の場合） 

⑮中重度者ケア体制加算（要介護３以上の利用者が１００分の３０以上、一定以上の看護師の  

確保）                １日につき    ２０円 

⑯栄養アセスメント加算   １月につき    ５０円 

 （管理栄養士を１名以上配置し、栄養アセスメントの実施及び厚労省へデータ提出した場合） 

⑰栄養改善加算 

 （低栄養状態にある又はおそれのある利用者に対し、栄養ケア計画作成見直しをしている場合） 

                         １回につき   ２００円（３月以内の期間に限り１月に２回まで） 

⑱口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

（口腔及び栄養状態の確認を行い、介護支援専門員に情報提供した場合） 

             １回につき    ２０円（６月に１回を限度） 

⑲口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

（口腔又は栄養状態の確認を行い、介護支援専門員に情報提供した場合） 

             １回につき     ５円（６月に１回を限度） 

⑳口腔機能向上加算（Ⅰ） 

 （口腔機能が低下している又はおそれのある利用者等に対し、口腔機能改善のため計画作成見直し

をしている場合）   １回につき   １５０円（３月以内の期間に限り１月に２回まで） 

㉑口腔機能向上加算（Ⅱ）イ （⑳にリハマネ加算(ハ)を算定し、厚労省へデータ提出した場合） 

  １回につき   １５５円（３月以内の期間に限り１月に２回まで） 

㉒口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ（⑳にリハマネ加算（ハ）を算定せず､厚労省へデータ提出した場合） 

  １回につき   １６０円（３月以内の期間に限り１月に２回まで） 

㉓サービス提供体制強化加算（Ⅰ）１日につき   ２２円 

（介護職員のうち介護福祉士７割以上又は勤続１０年以上の介護福祉士２５％以上） 

㉔重度療養管理加算    １日につき   １００円 

（要介護３・４・５で医療的管理の必要な場合） 

㉕科学的介護推進体制加算 １月につき    ４０円 

（利用者の心身の状況等について厚労省へ提出した場合） 

㉖退院時共同指導加算   １回につき   ６００円 

             （医療機関の退院前カンファレンスにリハビリスタッフ参加） 

㉗通常区域以外からの中山間地域等に居住する利用者に対する加算 

           １日につき 所定単位数×５％ 

㉘同一建物からの利用者に対する減算  

             １日につき   －９４円 

㉙送迎減算（事業所が送迎を行わない場合） 

             片道につき   －４７円 

㉚介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）（介護職員等の処遇改善措置あり、利用者全員が対象） 

自己負担合計 × ８．６％ 

 

※通所リハビリテーションの場合、被爆者健康手帳所持の方はここまでの自己負担は免除になります。 

 

改定   令和７年４月１日 

 



＜重要事項２－２①＞ 

 

公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」 

通所リハビリテーションの料金表 

 

１ 食費  昼食６８５円（おやつ代を含む） 夕食６１９円 

      施設で提供する食事をお取りいただいた場合にお支払いいただきます。 

 

２ 日用生活費   １日につき   １０３円 

 利用者の希望により施設で用意しているものを使われる場合 

 単  価 数量（枚・箱） 日 数（日） 月 額（円） 

タオル ３１ １ ３０ ９３０ 

バスタオル ６２ １  ９ ５５８ 

おしぼり ２１ ３ ３０ １，８９０ 
シャンプー・リンス ―― ―― ―― １１０ 

ソープ ―― ―― ―― １３０ 

ティッシュ ―― ―― ―― １２０ 

  ※ 月３０回利用したとして月額 ３，７３８円  日額 １２４円→１０３円に調整  

 

３ 教養娯楽費   １日につき   １５４円 

   利用者の希望により施設で用意しているものを使われる場合 

レクリエーション 単  価 回  数 月 額（円） 

音 楽 １０３ ４  ４１２ 

料 理 ２０６ ２  ４１２ 

書 道 ２０６ ４  ８２４ 

園 芸 １０３ ４  ４１２ 

クラフト ４１１ ４ １，６４４ 

茶 道  ５１ ２  １０２ 

絵手紙 ２０６ ４  ８２４ 

    ※ 月３０回利用したとして月額 ４，６３０円  日額 １５４円 

 

４ 洗濯代      １枚につき   １０３円 

   私物の洗濯を施設で行った場合（高級な衣料品の洗濯には対応できませんのでご注意ください） 

 

５ おむつ代     実費（税込）  

 

６ 通常区域外送迎費用 

 通常の実施地域以外からの送迎に要する費用  １㎞につき  ３７円 

 （通常の実施地域を越えた地点から利用者宅までの距離で計算いたします） 

 

７ その他費用  実費（税込）  

   利用者の希望により実施する行事に要する費用、各証明書や文書料 

 

 ※ その他、利用者の希望により提供するものについては、別途料金（実費）となります。 

 

改定   令和３年８月１日 

 



＜重要事項１②＞ 

 

公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」 

介護予防通所リハビリテーションのご案内（重要事項説明書） 

 

１ 施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施設名      公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」 

   ・開設年月日    平成元年３月１日 

      ・所在地      広島県尾道市御調町高尾１３４８番地６ 

   ・電話番号     ０８４８－７６－０３７３ 

   ・ＦＡＸ番号    ０８４８－７６－３０１８ 

      ・所 長      藤井 真澄 

      ・介護保険事業所番号      ３４５４１８００１３号 

 

（２）公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」の目的と運営方針 

    介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常

生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能力に応じた日常生

活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援す

ること、また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護

や通所リハビリテーションなどといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的と

した施設です。 

    この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いた

だいた上でご利用ください。 

   ［公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」の運営方針］ 

③ 地域包括ケアシステムの一翼を担う。 

・施設ケアと在宅ケアをつなぐ要の役割を果たす 

④ 介護老人保健施設の４つの機能を遵守する。 

・総合的ケアサービス施設（リハビリ・看護と介護・相談援助等の提供） 

    ・家庭復帰施設（リハビリ・介護指導の提供、サービス調整） 

・在宅ケア支援施設（通所リハビリ・短期入所療養介護の提供、ケアハウス併設） 

・地域に開かれた施設（ボランティア受入れ、家族会の実施、介護予防教室・認知症カフェ

への協力） 

 

（３）施設の職員体制 

 職  員 員 数 業務内容 

・医  師  １人 医療管理 

・介護職員  ６人以上 通所リハビリ計画・介護業務 

・理学療法士・作業療法士 

・言語聴覚士 
１０人以上 

リハビリテーション 

個別リハビリ計画 

・歯科衛生士  ２人 口腔衛生管理 

・事務員  ２人以上 事務処理 

・その他  ６人  運転手 

 

（４）通所定員  ４０名  

 



２ 介護予防通所リハビリテーションサービス 

    介護予防通所リハビリテーションについては、要支援者が可能な限りその居宅において、自立し

た生活を営むことができるよう、介護予防サービス計画に基づき、理学療法、作業療法その他必要

なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の

維持又は向上を目指すものです。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる医師及び

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他専ら介護予防通所リハビリテーションの提供にあた

る従事者の協議によって、介護予防通所リハビリテーション計画が作成されますが、その際、利用

者・扶養者（ご家族）の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくよう

になります。 

 

③ 介護予防通所リハビリテーション計画の立案 

② 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

   昼食 １２時００分～ 

   夕食 １８時００分～ 

④ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。 

但し、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。） 

 ④ 医学的管理・看護 

 ⑤ 介護（退所時の支援も行います） 

⑧ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑨ 送迎サービス（介護予防通所リハビリテーションサービスにおける通常の送迎の実施地域は、

尾道市御調町・木ノ庄町・美ノ郷町、世羅町宇津戸、府中市三郎丸町・河南町・篠根町・父石

町・僧殿町及び三原市八幡町の各地域です。） 

 ⑧ 相談援助サービス 

 ⑨ 利用者が選定する特別な食事の提供 

⑫ 基本時間外施設利用サービス（何らかの理由により、ご家族等のお迎えが居宅介護サービス計

画で定められた介護予防通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない場合に適用） 

⑬ その他 

 

３ 介護保険証の確認 

  ご利用のお申し込みに当たり、利用希望者の介護保険被保険者証を確認させていただきます。 

 

４ 利用料その他の費用の額 

介護老人保健施設の利用者の自己負担は、次の２種類があります。 

① 介護保険（及び介護予防）給付の１割、２割、３割（市町の交付する「介護保険負担割合証」

に記載） 

② 保険給付対象外の費用（居住費、食費、利用者の選択に基づく特別な療養室料及び特別な食

費、日常生活で通常必要となるものに係る費用や、理美容代、倶楽部等で使用する材料費、

診断書等の文書作成費、要介護認定の申請代行費等） 

 

   また、利用者負担は全国統一料金ではありません。介護保険給付の自己負担額は、施設の所在す

る地域（地域加算）や配置している職員の数、で異なりますし、利用料も各施設ごとの設定となっ

ております。当施設の具体的な利用者負担額につきましては、重要事項２－１②、２－２②をご参

照下さい。 

 

 



５ 支払い方法 

・毎月２０日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いくださ

い。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

・お支払い方法は、現金、振込、ＪＡ尾道市口座引落し等の方法があります。契約時にお選び

ください。 

 

６ 協力医療機関等 

  当施設では、下記の医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに

対応をお願いするようにしています。（別紙「公立みつぎ総合病院保健福祉総合施設救急対応マニュ

アル」参照） 

・協力医療機関 

 ・名 称   公立みつぎ総合病院 

     ・住 所   広島県尾道市御調町市１２４番地 

  ・協力歯科医療機関 

     ・名 称   公立みつぎ総合病院 

     ・住 所   広島県尾道市御調町市１２４番地 

  ◇緊急時の連絡先 

    緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

７ 非常災害対策 

  非常災害に備えるため、必要な設備を整え訓練を行っています。 

  ・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓 

  ・防災訓練  年２回 

 

８ 第三者評価の実施状況 

  第三者評価は受審していません。 

 

９ 衛生管理等 

  職員等に対して流水による手洗いの励行を徹底させるとともに、施設内各所に水道又は速乾式手

洗い液等の消毒液を設置し衛生的な管理に努め、予防接種を実施するなど感染症が発生、まん延し 

 ないよう必要な措置を講じています。 

 

10 身体的拘束等 

  利用者に対し身体的拘束等は原則行いません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない

場合は、施設長が判断し理由を診療録に記載し、身体的拘束等その他利用者の行動を制限する行為

を行うことがあります。 

 

11 施設利用のリスクについて 

  当施設では利用者が快適に介護予防通所リハビリテーションを利用されますように、安全な環境

作りに努めておりますが、利用者の身体状況や心理症状、また集団生活によるさまざまな危険が伴

うことを十分ご理解ください。 

 

12 施設利用に当たっての留意事項 

  ・飲酒・喫煙は他の利用者への危険や迷惑にならない範囲で可能ですが、健康的な療養生活のた

めできるだけ控えていただきますようお願いします。 



  ・電気製品の使用にあたっては、当施設の許可が必要です。 

  ・金銭・貴重品の管理は、原則として利用者またはご家族で行っていただきます。 

  ・ペットの持ち込みは、禁止します。 

  ・施設内における利用者の、営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動、その他、ほかの利用者へ

の迷惑行為は、禁止します。 

 

13 その他 

    当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください 

（電話：０８４８－７６－０３７３）。 

  要望や苦情などは、支援相談員または看護師長、介護支援専門員にお寄せいただければ、速やか

に対応いたします（事務室、サービスステーション）。また、備えつけられた「ご意見箱」をご利用

下さい。 

 

改定  令和７年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜重要事項２－１②＞ 

公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」 

介護予防通所リハビリテーションの利用料について 

 

１ 保険給付の自己負担額（介護保険適用金額、表記の金額は１割負担者の金額です。２割負担者は

２倍、３割負担者は３倍の金額となります。） 

 

 介護予防通所リハサービス費 

    ・要支援１           ２，２６８円／月 

  ・要支援２           ４，２２８円／月 

   

※ 上記のサービス費に、以下の金額が加算されます。 

 

① 生活行為向上リハビリテーション実施加算 

（生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリの実施内容等を実施計

画にあらかじめ定めて有する能力の向上を支援した場合） 

                    ５６２円／月（開始月から６月以内） 

② 栄養アセスメント加算 

（管理栄養士を１名以上配置し、栄養アセスメントの実施及び厚労省へデータ提出した場合） 

                    ５０円／月 

③ 栄養改善加算             

 （低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者に対し、栄養ケア計画見直しをしている場合） 

２００円／月 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

 （口腔及び栄養状態の確認を行い、介護支援専門員に情報提供した場合） 

                     ２０円／回（６月に１回を限度） 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

 （口腔又は栄養状態の確認を行い、介護支援専門員に情報提供した場合） 

                      ５円／回（６月に１回を限度） 

⑥ 口腔機能向上加算（Ⅰ）       

 （口腔機能の低下している又はそのおそれのある利用者に対し、口腔機能改善のための計画作成見

直しをしている場合）        １５０円／回 

⑦ 口腔機能向上加算（Ⅱ）        （⑥に厚労省へデータ提出した場合）       

   １６０円／回 

⑧ 一体的サービス提供加算        ４８０円／月 

 （運動機能向上サービスに加え、栄養改善及び口腔機能向上サービスを実施した場合） 

⑨ 若年性認知症利用者受入加算  ２４０円／月 

 （若年性認知症利用者の場合） 

⑩ 科学的介護推進体制加算    ４０円／月 

（利用者の心身の状況等について厚労省へ提出した場合） 

⑪ 退院時共同指導加算   ６００円／回 

（医療機関の退院前カンファレンスにリハビリスタッフ参加） 

⑫ 通常区域以外からの中山間地域等に居住する利用者に対する加算 

               所定単位数×５％／月 

 



⑬ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） （介護職員のうち介護福祉士７割以上又は勤続１０年以上

の介護福祉士２５％）       要支援１    ８８円／月 

                    要支援２   １７６円／月                  

⑭ 同一建物からの利用者に対する減算 

            要支援１  －３７６円／月 

                       要支援２  －７５２円／月 

⑮ 長期間の利用者に対する減算（利用開始日の属する月から１２月超、３月に１回以上会議未実

施、厚労省へリハビリ計画書データ未提出） 

                       要支援１  －１２０円／月 

                       要支援２  －２４０円／月 

⑯ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)（介護職員等の処遇改善措置あり、利用者全員が対象) 

                        自己負担合計額 × ８．６％ 

 

※介護予防通所リハビリテーションの場合、原爆被爆者の方は、ここまでの自己負担は免除になり

ます。 

改定  令和７年６月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜重要事項２－２②＞ 

公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」 

介護予防通所リハビリテーションの料金表 

 

１ 食費  昼食６８５円（おやつ代を含む） 夕食６１９円 

      施設で提供する食事をお取りいただいた場合にお支払いいただきます。 

 

２ 日用生活費   １日につき   １０３円 

 利用者の希望により施設で用意しているものを使われる場合 

 単  価 数量（枚・箱） 日 数（日） 月 額（円） 

タオル ３１ １ ３０ ９３０ 

バスタオル ６２ １  ９ ５５８ 

おしぼり ２１ ３ ３０ １，８９０ 

シャンプー・リンス ―― ―― ―― １１０ 

ソープ ―― ―― ―― １３０ 

ティッシュ ―― ―― ―― １２０ 

  ※ 月３０回利用したとして月額 ３，７３８円  日額 １２４円→１０３円に調整  

 

３ 教養娯楽費   １日につき   １５４円 

   利用者の希望により施設で用意しているものを使われる場合 

レクリエーション 単  価 回  数 月 額（円） 

音 楽 １０３ ４  ４１２ 

料 理 ２０６ ２  ４１２ 

書 道 ２０６ ４  ８２４ 

園 芸 １０３ ４  ４１２ 

クラフト ４１１ ４ １，６４４ 

茶 道  ５１ ２  １０２ 

絵手紙 ２０６ ４  ８２４ 

    ※ 月３０回利用したとして月額 ４，６３０円  日額 １５４円 

 

４ 洗濯代      １枚につき   １０３円 

   私物の洗濯を施設で行った場合（高級な衣料品の洗濯には対応できませんのでご注意ください） 

 

５ おむつ代     実費（税込）  

 

６ 通常区域外送迎費用 

 通常の実施地域以外からの送迎に要する費用  １㎞につき  ３７円 

 （通常の実施地域を越えた地点から利用者宅までの距離で計算いたします） 

 

７ その他費用  実費（税込）  

   利用者の希望により実施する行事に要する費用、各証明書や文書料 

 

 ※ その他、利用者の希望により提供するものについては、別途料金（実費）となります。 

 

改定   令和３年８月１日 

 
 



＜重要事項３＞ 
 

苦情相談解決に向けて 

－ 公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」・「みつぎの苑」ユニット － 

 
 介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準（平成 11 年３月 31 日、厚生省令
第 40号）第 34条の規定により、公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」・「みつぎの苑」
ユニットが提供する介護サービスに対する苦情に適切に対処するため、苦情解決責任者、苦情受付担
当者及び第三者委員を置く。 
１ 苦情解決責任者 公立みつぎ総合病院保健福祉総合施設      施設長  佐々木 俊雄 
                    公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」・「みつぎの苑」ﾕﾆｯﾄ 

所長   藤井 真澄 
２ 苦情受付担当者 公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑」・「みつぎの苑」ﾕﾆｯﾄ 
                        介護支援専門員 山﨑 由香里・藤原 資子 
                  常設窓口（連絡先） 電話 ０８４８－７６－０３７３ 
３ 第三者委員   尾道市御調地区介護保険推進委員会介護保険推進員 
  （別紙）   （尾道市御調保健福祉ｾﾝﾀｰ内 健康福祉係 電話 ０８４８－７６－２２３５） 
 
 
 苦情解決の方法  
 
１ 苦情の受付 
 面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付ける（苦情申出人が第三者委員に直接申
し出ることも可）。 
 
２ 苦情受付の報告・確認 
 苦情受付担当者が受付した苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三者委員への報告
を拒否した場合は除く。）に報告する。 
 第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告があった旨を通知する。 
 
３ 苦情解決のための話し合い 
 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に向けて苦情処理検討委員会で検討
する。その際苦情申出人が、第三者委員の助言や立会いを求めることができる。 
 
 苦情処理検討委員 （苦情解決責任者）佐々木施設長、藤井所長 
                    （苦情受付担当者）山﨑・藤原介護支援専門員 
 
 なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次の内容である。 
  ア 第三者委員による苦情内容の確認 
  イ 第三者委員による解決案の調整・助言 
  ウ 話し合いの結果や改善事項等の確認 
 
４ 市町村等の照会 
  ○尾道市北部地域包括支援センター          電話（０８４８）７６－２４９５ 
  ○入所者在住の市町の介護保険担当課（要介護認定に関する問い合わせも含む） 
   ・尾道市御調保健福祉センター内  健康福祉係   電話（０８４８）７６－２２３５ 
   ・尾道市福祉保健部高齢者福祉課  介護保険係   電話（０８４８）３８－９４４０ 
                   高齢者福祉係   電話（０８４８）３８－９１３７ 
   ・三原市保健福祉部高齢者福祉課  介護保険係   電話（０８４８）６７－６２４０ 
   ・府中市健康福祉部医療介護保険課 介護保険係   電話（０８４７）４０－０２２２ 
   ・世羅町福祉課     高齢者地域包括支援係   電話（０８４７）２５－００７２ 
   （あるいは、入所者の在住市町村介護保険担当課） 
  ○広島県国民健康保険団体連合会（国保連）      電話（０８２）５５４－０７８３ 
    ○（要介護認定に関する不服審査窓口は）広島県介護保険審査会 
       （広島県東部厚生環境事務所厚生課厚生推進係）  電話（０８４８）２５－２０１１ 
 

                              改定  令和７年６月２５日 


